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宿泊施設でも充実した医療を
提供
・医師の毎日の往診とオンライン診療
・急変時の24時間オンコール体制
・看護師の24時間常駐による健康サ
ポート

➡ 急な病変も見逃さない

１施設（６６室）の開設
準備を開始

【方針】 ・感染者は、まず入院治療
・入院後、軽快して症状が安定した方を
宿泊療養施設へ


